
　

二
〇
〇
八
年
に
就
任
し
た
李イ

・ 

明
ミ
ョ
ン

博バ
ク

前
大
統
領
は
「
ビ
ジ
ネ
ス
フ
レ
ン
ド

リ
ー
」
な
環
境
整
備
を
通
じ
た
経
済
成

長
の
実
現
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
。
し

か
し
、
政
権
後
期
に
な
る
と
、
李
前
大

統
領
は
成
長
よ
り
も
大
企
業
と
中
小
企

業
の
間
の
「
相
生
」
や
「
共
生
」
を
強

調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
一
二
年

の
大
統
領
選
挙
で
は
与
野
党
候
補
共
に

「
経
済
民
主
化
」
を
訴
え
、
財
閥
・
大

企
業
規
制
の
公
約
を
競
う
こ
と
に
な
っ

た
。
本
稿
で
は
李
明
博
政
権
に
お
け
る

財
閥
・
大
企
業
政
策
の
展
開
と
そ
の
背

景
、
お
よ
び
朴パ
ク
・
槿ク

恵ネ

新
政
権
の
課
題
を

探
っ
て
い
く
。

一
．
李
明
博
政
権
初
期
の
企
業
政
策

　

李
明
博
の
大
統
領
選
挙
戦
に
お
け
る

公
約
の
柱
は
「
七
四
七
戦
略
」
と
い
う

一
言
で
表
さ
れ
る
。
こ
れ
は
五
年
間
の

任
期
中
に
年
率
七
％
の
経
済
成
長
を
実

現
し
て
、
一
〇
年
以
内
に
一
人
当
た
り

国
民
所
得
四
万
ド
ル
を
達
成
し
、
世
界

七
大
経
済
大
国
入
り
を
目
指
す
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
盧ノ
・

武ム

鉉
ヒ
ョ
ン

政
権
期
の

二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
の

平
均
年
率
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
は
四
・
三
％

で
あ
り
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
通
貨
危
機
直
後
の
マ

イ
ナ
ス
成
長
を
経
験
し
た
金
大
中
政
権

期
（
一
九
九
八
〜
二
〇
〇
二
年
）
の

四
・
八
％
よ
り
も
低
い
も
の
で
あ
っ

た
。
李
明
博
政
権
は
高
成
長
に
再
び
回

帰
す
る
こ
と
を
志
向
し
、
そ
れ
を
実
現

す
る
た
め
の
政
策
が
「
ビ
ジ
ネ
ス
フ
レ

ン
ド
リ
ー
」、
つ
ま
り
企
業
の
事
業
活

動
に
親
和
的
な
環
境
の
整
備
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
建
設
業
界
最
大
手
の

現
代
建
設
社
長
出
身
と
い
う
経
験
を
生

か
し
て
Ｃ
Ｅ
Ｏ
型
大
統
領
に
な
る
と
訴

え
、
李
明
博
は
当
選
を
果
た
し
た
の
で

あ
る
。

　

李
明
博
政
権
の
発
足
後
、
ビ
ジ
ネ
ス

フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
政
策
と
し
て
ま
ず
具

体
的
に
実
行
に
移
さ
れ
た
の
は
、
法
人

税
の
減
税
で
あ
っ
た
。
最
高
二
五
％
で

あ
っ
た
法
人
税
は
二
二
％
に
ま
で
引
き

下
げ
ら
れ
た
。
任
期
中
に
さ
ら
に
二

〇
％
に
ま
で
引
き
下
げ
る
計
画
で
あ
っ

た
が
野
党
等
の
反
対
が
強
く
実
現
し
な

か
っ
た
。
さ
ら
に
研
究
開
発
投
資
に
対

す
る
税
額
控
除
を
拡
大
す
る
と
と
も

に
、
各
種
規
制
の
緩
和
を
積
極
的
に

行
っ
た
。
大
企
業
グ
ル
ー
プ
、
い
わ
ゆ

る
財
閥
に
対
す
る
政
策
で
も
、
公
正
取

引
法
を
改
正
し
て
出
資
総
額
制
限
制
度

（
大
企
業
グ
ル
ー
プ
内
の
系
列
企
業
が

保
有
で
き
る
他
企
業
の
株
式
を
制
限
す

る
制
度
）
を
完
全
に
廃
止
す
る
と
と
も

に
、
純
粋
持
株
会
社
の
設
立
要
件
を
緩

和
す
る
な
ど
、
企
業
の
自
由
な
事
業
活

動
を
保
障
す
る
政
策
を
推
し
進
め
た
。

た
だ
し
、
李
明
博
政
権
の
政
策
は
必
ず

し
も
大
企
業
の
み
を
優
遇
し
た
政
策
で

は
な
か
っ
た
。
法
人
税
減
税
や
研
究
開

発
へ
の
税
額
控
除
の
拡
大
は
、
む
し
ろ

中
小
企
業
に
手
厚
く
な
っ
て
い
た
。
公

正
取
引
法
に
お
け
る
財
閥
に
対
す
る
規

制
の
緩
和
の
多
く
も
前
政
権
の
方
向
性

を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
政
権
は
任
期
半
ば
に

入
る
と
大
企
業
寄
り
と
の
批
判
を
強
く

受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
．�

拡
大
す
る
財
閥
の
規
模
と

事
業
範
囲

　

そ
の
最
大
の
要
因
は
李
明
博
政
権
期

に
入
っ
て
財
閥
が
そ
の
規
模
と
事
業
範

囲
を
大
き
く
拡
大
し
た
こ
と
に
あ
っ

た
。
図
1
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
韓
国

の
一
〇
大
財
閥
の
系
列
企
業
数
は
、
二

〇
〇
七
年
ま
で
は
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
っ

た
が
、
二
〇
〇
八
年
以
降
、
増
加
に
転

じ
た
。
資
産
額
も
二
〇
〇
八
年
か
ら
増

加
の
勢
い
が
強
ま
っ
て
い
る
。
拡
大
し

た
第
一
の
理
由
は
、
先
に
述
べ
た
財
閥

に
対
す
る
規
制
の
緩
和
で
あ
っ
た
。
盧

武
鉉
政
権
期
の
二
〇
〇
七
年
四
月
に
出

資
総
額
制
限
制
度
の
出
資
上
限
が
純
資

産
の
二
五
％
か
ら
四
〇
％
へ
と
大
幅
に

緩
和
さ
れ
た
。
李
明
博
政
権
期
に
入
っ

た
二
〇
〇
九
年
三
月
に
は
同
制
度
は
完

全
に
撤
廃
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
財
閥

は
事
業
展
開
の
自
由
度
が
向
上
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

　

第
二
の
理
由
は
、
ウ
ォ
ン
安
に
と
も

な
う
輸
出
の
増
大
で
あ
る
。
李
明
博
政

権
は
高
成
長
へ
の
回
帰
の
要
に
輸
出
の

特 

集 

韓
国
新
政
権
の
課
題
と
展
望 

―
「
国
民
の
幸
福
」
は
実
現
で
き
る
の
か
―

安
倍
　
誠

「
ビ
ジ
ネ
ス
フ
レ
ン
ド
リ
ー
」か
ら「
経
済
民
主
化
」へ

― 
李
明
博
政
権
の
財
閥・大
企
業
政
策
と
朴
槿
恵
政
権
の
課
題 

―
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増
大
を
据
え
た
。
そ
の
た
め
に
二
〇
〇

七
年
一
〇
月
に
は
一
ド
ル
九
〇
〇
ウ
ォ

ン
ま
で
上
昇
し
て
い
た
ウ
ォ
ン
の
切
り

下
げ
を
志
向
し
、
政
権
発
足
当
初
か
ら

口
先
介
入
だ
け
で
な
く
実
際
の
市
場
介

入
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
以
後
の
世
界
金
融
危
機
の
な

か
で
外
国
人
投
資
家
が
韓
国
か
ら
資
金

を
引
き
上
げ
る
事
態
が
生
じ
た
こ
と
も

あ
っ
て
ウ
ォ
ン
安
は
加
速
し
、
二
〇
〇

九
年
三
月
に
は
一
ド
ル
一
六
〇
〇
ウ
ォ

ン
近
く
ま
で
下
落
し
た
。
こ
れ
に
よ
り

韓
国
製
品
は
価
格
競
争
力
を
回
復
し
て

輸
出
が
急
速
に
増
加
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
輸
出
に
牽
引
さ
れ
た
結
果
、
二
〇

〇
九
年
に
〇
・
三
％
に

ま
で
下
が
っ
た
Ｇ
Ｄ
Ｐ

成
長
率
は
二
〇
一
〇
年

に
は
六
・
三
％
と
、
韓

国
は
世
界
の
な
か
で
も

い
ち
早
く
金
融
危
機
の

影
響
か
ら
脱
却
す
る
こ

と
に
成
功
し
た
。
韓
国

の
主
要
輸
出
製
品
は
自

動
車
、
造
船
、
石
油
製

品
、
石
油
化
学
、
鉄

鋼
、
半
導
体
、
液
晶
パ

ネ
ル
、
携
帯
電
話
な
ど

だ
が
、
こ
れ
ら
の
大
半

は
大
企
業
、
特
に
上
位

財
閥
の
系
列
企
業
が
生

産
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ン
安
と
い
う
追
い

風
に
乗
っ
て
韓
国
の
上
位
財
閥
は
既
存

事
業
の
売
り
上
げ
・
資
産
を
伸
ば
し
、

そ
れ
を
基
盤
に
新
た
な
事
業
に
も
積
極

的
に
進
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
も
韓
国
経
済
は

財
閥
・
大
企
業
を
主
体
に
輸
出
主
導
の

成
長
を
遂
げ
て
き
た
。
な
ぜ
今
回
は
特

に
不
満
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
は
、
大
企
業
の
成
長
の
恩
恵
が
中

小
企
業
を
は
じ
め
経
済
全
体
に
行
き

渡
っ
て
い
な
い
と
の
不
満
で
あ
る
。
以

前
は
、
大
企
業
の
輸
出
が
下
請
け
の
中

小
企
業
の
生
産
を
誘
発
し
て
い
た
が
、

先
に
み
た
よ
う
に
輸
出
は
石
油
製
品
や

石
油
化
学
、
半
導
体
や
液
晶
パ
ネ
ル
な

ど
、
装
置
産
業
が
中
心
に
な
っ
て
お

り
、
裾
野
の
中
小
企
業
へ
の
波
及
は
限

定
的
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
組
立
産
業

は
、
二
〇
〇
七
〜
〇
九
年
前
半
に
か
け

て
原
材
料
価
格
の
高
騰
、
お
よ
び
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
世
界
的
な
需
要

の
沈
滞
と
い
う
危
機
を
迎
え
た
が
、
こ

れ
へ
の
大
企
業
の
対
応
の
ひ
と
つ
が
コ

ス
ト
削
減
の
た
め
の
下
請
け
中
小
企
業

の
絞
り
込
み
、
お
よ
び
下
請
け
単
価
の

据
え
置
き
な
い
し
は
切
り
下
げ
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
統
計
庁
の
『
中
小

企
業
実
態
調
査
』
に
よ
れ
ば
、
製
造
業

中
小
企
業
の
な
か
で
下
請
け
企
業
が
占

め
る
比
率
は
二
〇
〇
六
年
の
五
九
・

二
％
か
ら
二
〇
〇
九
年
の
四
三
・
二
％

に
急
落
し
た
。
残
る
下
請
け
企
業
の
な

か
で
も
、
大
企
業
が
多
く
の
利
益
を
上

げ
る
一
方
で
下
請
け
は
コ
ス
ト
削
減
圧

力
に
よ
り
利
益
を
出
せ
な
い
と
の
不
満

が
強
ま
っ
て
い
た
。

　

他
方
で
多
く
の
中
小
企
業
が
依
存
す

る
内
需
市
場
は
、
ウ
ォ
ン
安
に
よ
る
交

易
条
件
の
悪
化
等
に
よ
り
二
〇
〇
八
年

以
降
、
沈
滞
局
面
に
入
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
以
前
は
み
ら
れ
た
輸
出
企
業
の

雇
用
・
所
得
の
増
加
を
通
じ
た
内
需
の

活
性
化
と
い
う
経
路
も
、
労
働
節
約
的

な
装
置
産
業
が
輸
出
の
主
流
と
な
っ
て

い
る
現
状
で
は
十
分
機
能
し
な
く
な
っ

て
い
る
。
し
か
も
大
企
業
の
生
産
現
場

で
は
労
働
コ
ス
ト
の
削
減
の
た
め
に
労

働
の
非
正
規
化
、
特
に
い
わ
ゆ
る
社
内

請
負
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
。
二
〇
一

〇
年
の
雇
用
労
働
部
の
調
査
で
は
、
三

〇
〇
人
以
上
の
製
造
業
事
業
所
の
勤
労

者
の
三
二
％
が
社
内
請
負
勤
労
者
で
、

造
船
業
の
場
合
、
そ
の
比
率
は
六
二
％

に
達
し
て
い
る
。
社
内
請
負
勤
労
者
は

正
規
労
働
者
に
比
べ
て
賃
金
水
準
は
六

〇
〜
七
〇
％
程
度
で
あ
り
、
以
前
と
比

べ
て
被
雇
用
者
の
所
得
増
を
通
じ
た
消

費
拡
大
の
効
果
も
限
定
的
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

第
二
の
不
満
は
、
財
閥
の
新
た
な
事

業
拡
大
の
在
り
方
で
あ
る
。
一
九
九
〇

年
代
ま
で
の
財
閥
の
多
角
化
は
製
造
業

へ
の
水
平
的
な
事
業
展
開
が
主
流
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
二
〇
〇
〇
年

代
末
は
非
製
造
業
へ
の
進
出
が
多
か
っ

た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
具
体
的
に

多
い
業
種
は
建
設
・
不
動
産
、
卸
売
・

小
売
、
広
告
、
シ
ス
テ
ム
管
理
、
教

育
、
そ
の
他
事
業
支
援
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
業
種
に
は
従
来
、
大
企
業
だ
け

で
な
く
中
小
企
業
も
多
数
存
在
し
て
い

た
。
そ
こ
に
新
た
な
大
企
業
が
多
く
進

出
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
既
存
の
中

小
企
業
は
厳
し
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ

た
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
新
規
事
業
は
企
業
の
間
接
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図 1　10 大財閥の資産額と系列企業数の推移

（注）�10 大財閥は公正取引委員会発表の「相互出資企業集団」のうち、資産額上位の個人の
支配株主が存在する企業グループ：サムスン、現代自動車、SK、LG、ロッテ、現代重
工業、GS、韓進、ハンファ、斗山。

（出所）公正取引委員会報道資料より作成。
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部
門
と
い
う
べ
き
事
業
へ
の
垂
直
的
展

開
が
多
か
っ
た
。
財
閥
は
多
く
の
系
列

企
業
の
間
接
部
門
を
ま
と
め
て
新
規
企

業
に
委
託
し
た
。
こ
れ
ら
企
業
は
新
た

に
進
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
グ
ル
ー

プ
事
業
を
一
手
に
引
き
受
け
る
こ
と
に

よ
り
規
模
の
経
済
を
実
現
し
て
急
成
長

を
遂
げ
た
。
特
に
、
建
設
や
シ
ス
テ
ム

管
理
な
ど
の
場
合
、
実
際
に
は
既
存
の

中
小
企
業
な
ど
に
下
請
け
に
出
し
て
自

ら
は
事
業
を
行
わ
な
い
事
例
も
存
在
し

た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
財
閥
の
新
規

企
業
は
財
閥
の
規
模
の
支
配
力
で
価
格

を
引
き
下
げ
、
事
実
上
供
給
業
者
か
ら

「
通
行
料
」
を
徴
収
し
て
い
る
だ
け
だ

と
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
財
閥
の
間
接
部

門
の
企
業
で
は
オ
ー
ナ
ー
家
族
、
特
に

オ
ー
ナ
ー
会
長
の
子
弟
が
大
株
主
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
財
閥

の
オ
ー
ナ
ー
家
族
は
相
続
税
、
譲
渡
税

の
た
め
に
次
世
代
へ
の
財
産
継
承
が
難

し
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
グ

ル
ー
プ
企
業
が
こ
れ
ら
新
規
企
業
に
間

接
部
門
を
一
手
に
引
き
受
け
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
多
額
の
利
益
を
あ
げ
さ

せ
、
そ
の
結
果
、
株
主
で
あ
る
オ
ー

ナ
ー
の
子
弟
に
多
く
の
資
金
が
わ
た
る

と
い
う
、
脱
法
的
な
財
産
相
続
を
行
っ

て
い
る
と
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

三
．
李
明
博
政
権
の
「
左
折
」

　

以
上
の
よ
う
な
不
満
の
高
ま
り
を
受

け
て
、
李
明
博
大
統
領
（
当
時
、
以
下

同
）
は
従
来
の
ビ
ジ
ネ
ス
フ
レ
ン
ド

リ
ー
か
ら
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
そ
の
兆
候
は
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

直
後
の
二
〇
〇
九
年
八
月
の
光
復
節

（
解
放
記
念
日
）
演
説
で
の
「
親
庶

民
・
中
道
実
用
論
」
に
現
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
転
換
が
よ
り
明
確
か
つ
具
体

的
に
な
っ
た
の
は
二
〇
一
〇
年
六
月
の

地
方
選
挙
で
の
与
党
敗
北
以
降
で
あ

り
、
李
明
博
大
統
領
は
大
企
業
と
中
小

企
業
と
の
「
相
生
」
を
強
調
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
こ
で
政
府
は
、
大
企
業

に
対
す
る
明
確
な
規
制
を
導
入
す
る
よ

り
も
、
大
企
業
が
自
主
的
に
中
小
企
業

と
の
共
存
共
栄
策
を
実
行
す
る
よ
う
に

圧
力
を
加
え
る
方
法
を
選
ん
だ
。
李
明

博
政
権
は
企
業
の
自
由
な
経
済
活
動
を

保
障
し
規
制
緩
和
を
進
め
る
ビ
ジ
ネ
ス

フ
レ
ン
ド
リ
ー
と
い
う
看
板
は
維
持
し

つ
つ
、
実
際
に
は
財
閥
・
大
企
業
を
規

制
す
る
方
向
に
舵
を
切
っ
た
と
い
え

る
。
こ
れ
に
対
し
て
財
界
か
ら
は
「
右

側
に
ウ
ィ
ン
カ
ー
（
方
向
指
示
器
）
を

出
し
な
が
ら
実
際
は
左
折
し
よ
う
と
し

て
い
る
」
と
の
不
満
の
声
が
出
た
が
、

政
府
の
度
重
な
る
圧
力
、
お
よ
び
世
論

の
反
発
を
恐
れ
て
従
わ
ざ
る
を
え
な
く

な
っ
た
。

　

ま
ず
財
閥
は
反
発
を
呼
ん
で
い
る
事

業
か
ら
の
退
出
を
決
め
た
。
そ
の
代
表

例
の
ひ
と
つ
は
Ｍ
Ｒ
Ｏ
（
消
耗
品
購
買

代
行
事
業
）
で
あ
る
。
Ｍ
Ｒ
Ｏ
は
、
財

閥
系
列
企
業
全
体
の
消
耗
品
の
購
買
を

一
括
し
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
中
小
卸

業
者
に
対
し
て
強
い
価
格
交
渉
力
を
発

揮
し
て
利
益
を
あ
げ
て
い
る
と
さ
れ

た
。
サ
ム
ス
ン
グ
ル
ー
プ
は
グ
ル
ー
プ

内
Ｍ
Ｒ
Ｏ
で
あ
る
ア
イ
マ
ー
ケ
ッ
ト
コ

リ
ア
を
売
却
し
、
Ｓ
Ｋ
グ
ル
ー
プ
も
、

傘
下
の
Ｍ
Ｒ
Ｏ
コ
リ
ア
を
社
会
的
企
業

に
転
換
し
て
グ
ル
ー
プ
か
ら
事
実
上
分

離
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
の
代
表
例
は
パ

ン
・
製
菓
店
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
代

後
半
に
な
っ
て
オ
ー
ナ
ー
家
族
の
直
接

の
指
揮
の
も
と
に
財
閥
が
パ
ン
・
製
菓

店
や
コ
ー
ヒ
ー
・
シ
ョ
ッ
プ
に
進
出
す

る
例
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

れ
ら
の
店
は
い
ず
れ
も
店
舗
を
大
規
模

に
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
高

級
志
向
故
に
街
の
パ
ン
屋
等
と
は
市
場

が
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

財
閥
が
零
細
業
者
を
圧
迫
す
る
象
徴
的

存
在
と
し
て
真
っ
先
に
批
判
の
や
り
玉

に
挙
が
っ
て
い
た
。
結
局
、
サ
ム
ス
ン

グ
ル
ー
プ
は
系
列
の
ホ
テ
ル
新
羅
の
傘

下
に
あ
っ
た
ア
テ
ィ
ゼ
を
大
韓
製
粉
グ

ル
ー
プ
に
売
却
し
、
ロ
ッ
テ
グ
ル
ー
プ

も
フ
ォ
シ
ョ
ン
を
運
営
し
て
い
た
系
列

企
業
を
毎
日
乳
業
等
に
売
却
し
た
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
は

民
間
組
織
と
し
て
「
同
伴
成
長
委
員

会
」
が
設
立
さ
れ
た
。
鄭
雲
燦
前
総
理

を
委
員
長
に
、
大
企
業
代
表
九
名
、
中

小
企
業
代
表
九
名
、
公
益
代
表
六
名
か

ら
な
り
、
大
企
業
と
中
小
企
業
間
の
社

会
的
葛
藤
を
も
た
ら
す
諸
問
題
を
論
議

し
て
民
間
で
合
意
を
導
出
し
よ
う
と
す

る
の
が
設
立
の
趣
旨
で
あ
っ
た
が
、
実

際
に
は
政
府
の
強
い
影
響
の
下
に
あ
っ

た
。
同
委
員
会
で
は
大
き
く
二
つ
の
施

策
が
議
論
の
遡
上
に
上
っ
た
。
ひ
と
つ

は
「
超
過
利
益
共
有
制
」
で
あ
る
。
こ

れ
は
大
企
業
が
年
初
に
設
定
し
た
目
標

以
上
の
利
潤
を
上
げ
た
場
合
、
そ
の
一

部
を
貢
献
度
に
応
じ
て
下
請
け
の
中
小

企
業
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
一
部
の
大
企
業
で
導
入
さ
れ

て
い
る
従
業
員
と
の
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
制
度
を
、
下
請
け
中
小

企
業
に
も
適
用
し
て
単
価
切
り
下
げ
圧

力
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
鄭
雲
燦
委
員

長
の
ア
イ
デ
ア
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

発
想
が
社
会
主
義
的
で
あ
る
と
し
て
財

界
か
ら
の
猛
反
発
に
遭
っ
て
結
局
実
現

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　

同
伴
成
長
委
員
会
が
行
っ
た
も
う
ひ

と
つ
の
試
み
が
中
小
企
業
適
合
業
種
の

指
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
企
業
が
中
小

企
業
と
の
合
意
を
み
た
事
業
に
つ
い
て

自
主
的
に
撤
退
な
い
し
拡
大
を
抑
制
し
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よ
う
と
す
る
も
の
で
、
以
前
施
行
さ
れ

て
い
た
中
小
企
業
固
有
業
種
制
度
を
事

実
上
復
活
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同

伴
成
長
委
員
会
で
の
討
議
に
基
づ
き
二

〇
一
一
年
中
に
は
製
造
業
五
四
品
目
に

つ
い
て
合
意
を
み
た
。
そ
の
な
か
に
は

豆
腐
、
味
噌
・
醤
油
類
、
キ
ム
チ
、
洗

濯
石
け
ん
、
段
ボ
ー
ル
箱
な
ど
に
加

え
、
サ
ム
ス
ン
、
Ｌ
Ｇ
、
現
代
自
動
車

な
ど
も
進
出
し
て
い
た
一
部
の
金
型
や

Ｌ
Ｅ
Ｄ
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
た
。
同
伴

成
長
委
員
会
お
よ
び
中
小
企
業
適
合
業

種
の
指
定
は
新
政
権
に
も
引
き
継
が
れ

て
お
り
、
二
〇
一
三
年
に
は
飲
食
店
や

パ
ン
屋
な
ど
サ
ー
ビ
ス
業
も
指
定
さ
れ

る
な
ど
、
適
用
範
囲
は
広
が
り
を
み
せ

て
い
る
。

四
．�「
経
済
民
主
化
」
と

新
政
権
の
ジ
レ
ン
マ

　

以
上
の
よ
う
な
李
明
博
政
権
の
政
策

転
換
を
も
た
ら
し
た
財
閥
・
大
企
業
批

判
の
流
れ
は
、
二
〇
一
二
年
の
国
会
議

員
選
挙
と
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
も

「
経
済
民
主
化
」
と
い
う
名
の
も
と
で

そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
た
。
与
党
の
セ

ヌ
リ
党
も
野
党
の
民
主
統
合
党
も
、
い

ず
れ
も
財
閥
・
大
企
業
の
規
制
と
中

小
・
零
細
企
業
の
保
護
を
訴
え
る
点
で

は
同
じ
で
あ
っ
た
。
財
閥
問
題
に
対
し

て
、
与
党
の
セ
ヌ
リ
党
が
財
閥
の
行
為

規
制
を
強
化
す
る
こ
と
で
解
決
し
よ
う

と
す
る
の
に
対
し
、
野
党
の
民
主
統
合

党
は
財
閥
の
構
造
そ
の
も
の
に
メ
ス
を

入
れ
よ
う
と
す
る
点
で
基
本
的
な
方
針

に
違
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
統
領

選
挙
の
公
約
で
は
、
野
党
の
統
合
民
主

党
の
文ム
ン
・ 

在ジ
ェ

寅イ
ン

候
補
は
財
閥
の
構
造
改

革
に
つ
い
て
既
存
の
循
環
出
資
の
解
消

や
出
資
総
額
制
限
の
復
活
と
い
っ
た
政

策
以
外
に
新
た
な
具
体
案
を
打
ち
出
せ

ず
、
他
方
で
与
党
の
朴
槿
恵
候
補
は
新

規
の
循
環
出
資
の
禁
止
や
金
融
と
産
業

の
分
離
強
化
と
い
っ
た
一
部
構
造
改
革

を
行
う
こ
と
を
約
束
す
る
な
ど
、
結
果

的
に
両
候
補
の
公
約
に
大
き
な
違
い
は

み
ら
れ
ず
、
明
確
な
争
点
と
は
な
ら
な

か
っ
た
。

　

二
〇
一
三
年
二
月
に
就
任
し
た
朴
槿

恵
大
統
領
は
、
公
約
の
確
実
な
実
行
を

掲
げ
、
財
閥
・
大
企
業
政
策
に
つ
い
て

も
、
ま
ず
大
企
業
の
不
公
正
取
引
が

あ
っ
た
際
に
損
害
額
の
三
倍
の
賠
償
を

可
能
と
す
る
懲
罰
的
賠
償
請
求
権
制
度

の
導
入
や
、
大
企
業
・
中
小
企
業
間
で

の
納
品
単
価
を
め
ぐ
る
紛
争
調
整
権
の

中
小
企
業
協
同
組
合
へ
の
付
与
な
ど
、

法
改
正
を
含
ん
だ
規
制
強
化
に
着
手
し

て
い
る
。
朴
槿
恵
政
権
は
「
ウ
ィ
ン

カ
ー
も
実
際
の
進
路
も
左
」
方
向
に
向

か
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
朴
槿
恵
政
権
の
大
企
業
・

財
閥
規
制
と
中
小
・
零
細
企
業
の
保
護

育
成
策
は
二
つ
の
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て

い
る
。
ひ
と
つ
は
成
長
・
雇
用
促
進
と

大
企
業
・
財
閥
規
制
の
間
の
ジ
レ
ン
マ

で
あ
る
。
李
明
博
政
権
期
の
平
均
Ｇ
Ｄ

Ｐ
成
長
率
は
盧
武
鉉
政
権
期
よ
り
も
低

い
二
・
九
％
、
直
近
の
二
〇
一
二
年
も

二
・
〇
％
と
低
迷
し
た
。
同
年
の
就
業

率
（
就
業
者
数
／
生
産
年
齢
人
口
）
も

五
八
・
三
％
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
朴

槿
恵
大
統
領
は
任
期
中
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平

均
の
七
〇
％
程
度
ま
で
引
き
上
げ
る
こ

と
を
公
約
に
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
朴

大
統
領
は
財
閥
に
対
し
て
投
資
と
雇
用

を
大
幅
に
増
や
す
よ
う
強
く
求
め
て
い

る
。
し
か
し
、
財
閥
か
ら
す
る
と
事
業

面
で
様
々
な
枠
を
は
め
ら
れ
て
、
最
終

的
に
規
制
策
が
ど
こ
ま
で
行
わ
れ
る
か

不
透
明
な
な
か
で
、
投
資
と
雇
用
を
増

や
す
こ
と
に
は
多
く
の
困
難
が
と
も
な

う
。
将
来
的
に
は
規
制
と
成
長
の
ど
ち

ら
を
優
先
さ
せ
る
の
か
、
政
府
は
選
択

を
迫
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

二
つ
め
は
中
小
企
業
の
保
護
と
育
成

の
ジ
レ
ン
マ
で
あ
る
。
朴
槿
恵
政
権
は

中
小
企
業
の
育
成
、
発
展
を
成
長
戦
略

の
中
核
に
据
え
、
さ
ら
に
今
後
、
研
究

開
発
に
対
す
る
支
援
な
ど
多
く
の
企
業

支
援
策
を
中
小
企
業
中
心
に
改
編
す
る

方
向
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
特
に
中
小

零
細
企
業
の
な
か
か
ら
新
た
に
大
企
業

へ
と
飛
躍
を
遂
げ
る
企
業
が
多
く
生
ま

れ
て
雇
用
を
創
出
す
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
る
。
し
か
し
、
中
小
企
業
適
合
業

種
制
度
で
は
、
上
位
財
閥
の
系
列
企
業

だ
け
で
な
く
、
近
年
、
中
小
企
業
か
ら

大
企
業
へ
と
成
長
を
遂
げ
た
企
業
の
主

力
業
種
ま
で
、
中
小
零
細
業
者
の
強
い

要
請
に
よ
り
規
制
の
対
象
に
な
る
例
が

出
て
き
て
い
る
。
こ
れ
で
は
中
小
零
細

企
業
か
ら
さ
ら
に
成
長
を
遂
げ
よ
う
と

す
る
動
機
付
け
が
働
か
な
い
。
そ
れ
以

外
に
も
、
こ
れ
ま
で
中
小
企
業
に
対
し

て
各
種
の
手
厚
い
支
援
が
行
わ
れ
て
お

り
、
中
小
企
業
の
範
疇
か
ら
外
れ
る
と

こ
れ
ら
支
援
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た

め
に
あ
え
て
成
長
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け

て
し
ま
う
「
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
」
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
大
企
業
規
制
と
中
小
企
業
支
援
が

か
え
っ
て
企
業
の
成
長
に
と
っ
て
マ
イ

ナ
ス
と
な
っ
て
し
ま
う
政
策
の
ジ
レ
ン

マ
を
ど
の
よ
う
に
解
消
す
る
か
も
大
き

な
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
新
政
権
の
今

後
の
手
腕
が
問
わ
れ
て
い
る
。

（
あ
べ　

ま
こ
と
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所　

ソ
ウ
ル
海
外
調
査
員
）
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